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税務訴訟資料 徴収関係判決 令和２年判決分（順号２０２０－２６） 

名古屋地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 租税債権存在確認請求事件 

国側当事者・国 

令和２年１１月２６日認容・確定 

   判     決 

原告          国 

上記代表者法務大臣   上川 陽子 

上記指定代理人     林 真人 

同           中村 優希 

同           小川 文充 

同           池田 隼也 

被告          株式会社Ｙ 

上記特別代理人     Ａ 

   主     文 

１ 原告が、被告に対し、別紙租税債権目録記載の租税債権を有することを確認する。 

２ 訴訟費用は、被告の負担とする。 

   事実及び理由 

第１ 請求 

 主文に同旨。 

第２ 事案の概要 

１ 請求原因事実 

本件の請求原因事実は、別紙訴状写し「第２ 請求の原因」記載のとおりである（なお、略

語は同別紙に従う。）。 

２ 請求原因に対する認否等 

（１）請求原因１は認める。 

（２）請求原因２は不知。 

（３）請求原因３（１）ないし（４）は、不知。 

請求原因３（５）は交付要求書の名古屋地方裁判所への送達は認め、その余は不知。 

請求原因３（６）は交付要求書の破産管財人への送達及び破産管財人が弁済したことは

認め、その余は不知。 

（４）請求原因４は不知。 

（５）請求原因５は不知。 

（６）請求原因６は被告の破産手続が廃止されたことは認め、その余は不知。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 請求原因事実について 
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証拠（甲１ないし３３（枝番のあるものは枝番を含む））及び弁論の全趣旨から、請求原因

事実については、すべて認めることができる。 

２ 確認の利益について 

請求原因事実によると、名古屋国税局長は、本件各租税債権を徴収するために、第二次納税

義務者であるＢ及びＣに対して納付催告書による督促を行ったというのである。 

そうすると、第二次納税義務についての時効中断の効力は、主たる納税義務には及ばず、本

件各租税債権が時効消滅した場合には、Ｂ及びＣの第二次納税義務も消滅することになるから、

Ｂ及びＣの第二次納税義務の時効消滅を防ぐためには、別途、本件各租税債権について時効中

断の措置を執る必要があるというべきである。ところが、本件各租税債権については、既に破

産手続が廃止されている被告には、十分な差押えの対象となるべき財産がないため、滞納処分

を執るなどの本件各租税債権の徴収権の時効を更新するための措置を講ずることが困難であり、

また、既に督促も行われているのであるから、時効を中断するには、裁判上の請求をするほか

に的確な法的手段はない。 

したがって、原告には、本件訴えによって本件各租税債権の確認を求める利益があるという

べきである。 

第４ 結論 

よって、原告の請求は理由があるから、主文のとおり判決する。 

名古屋地方裁判所民事第４部 

裁判官 村松 教隆 
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別紙 省略 
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別紙 

訴状 

令和２年９月３日 

名古屋地方裁判所民事部 御中 

                           原告指定代理人 林 真人 

                                   中村 優希 

                                   小川 文充 

                                    池田 隼也 

原告      国 

代表者法務大臣 三好 雅子 

指定代理人   林 真人 

        中村 優希 

        小川 文充 

        池田 隼也 

被告 株式会社Ｙ 

租税債権存在確認請求事件 
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第１ 請求の趣旨 

１ 原告が、被告に対し、別紙租税債権目録記載の租税債権を有することを確認する。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

第２ 請求の原因 

１ 被告の現況等について 

被告は、平成元年８月●日、愛知県刈谷市●●を本店として設立され、現在の本店所在地を

名古屋市天白区●●、事業目的を外国語学習教室の経営及び通訳、翻訳の業務等とする、資本

金４５００万円の株式会社である（甲第１号証）。 

被告は、平成２６年６月５日、名古屋地方裁判所に対し、破産手続開始を申し立て（平成●

●年（〇〇）第●●号。以下「本件破産手続」という。甲第２号証）、同月●日午後５時、破

産手続開始決定を受け（甲第３号証）、平成２７年９月●日、破産手続廃止決定を受け（甲第

４号証）、同決定は同年１０月●日に確定し、以後、現在に至るまで、被告の清算人は選任さ

れていない（甲第１号証）。 

２ 原告の被告に対する租税債権の存在及びその取得の経緯 

原告（所轄庁・名古屋国税局長）は、被告に対し、令和２年８月１３日現在、既に納期限を

経過した消費税及地方消費税の租税債権を有しているところ（甲第５号証）、原告が上記租税

債権を取得するに至った経緯は次のとおりである。 

（１）被告は、法定申告期限である平成２２年３月１日（消費税法４２条４項、国税通則法〔以

下「通則法」という。〕１０条２項）までに、刈谷税務署長に対し、平成２１年７月１日か

ら平成２２年６月３０日までの課税期間分の消費税及び地方消費税の中間申告書を提出しな

かった。そのため、刈谷税務署長は、消費税法４４条に基づき、被告から同年３月１日まで

に中間申告書の提出があったものとみなして、前年実績により計算した消費税額を直ちに確

定した。これにより、被告は、当該中間申告に係る本税６６３万１２００円（以下「本件租

税債権１」という。）の納税義務を負うこととなった。 

刈谷税務署長は、被告が本件租税債権１を法定納期限である平成２２年３月１日（消費

税法４８条、通則法１０条２項）までに納付しなかったため、同月２６日、被告に対し、

通則法３７条に基づき、督促状を発して納付を督促した（甲第６号証）。 

（２）被告は、平成２５年２月２６日、刈谷税務署長に対し、納付税額を３５５万９１００円と

する平成２４年７月１日から平成２５年６月３０日までの課税期間分の消費税及び地方消費

税の中間申告書を提出した（甲第７号証）。これにより、被告は、当該中間申告に係る本税

３５５万９１００円（以下「本件租税債権２」という。）の納税義務を負うことになった。 

刈谷税務署長は、被告が本件租税債権２を法定納期限である平成２５年２月２８日（消

費税法４８条）までに納付しなかったため、同年３月２６日、被告に対し、通則法３７条

に基づき、督促状を発して納付を督促した（甲第８号証）。 

（３）被告は、平成２５年９月２日、刈谷税務署長に対し、納付税額を２０６万６８００円とす

る平成２４年７月１日から平成２５年６月３０日までの課税期間分の消費税及び地方消費税

の確定申告書を提出した（甲第９号証）。これにより、被告は、当該確定申告に係る本税２

０６万６８００円（以下「本件租税債権３」という。）の納税義務を負うことになった。 
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刈谷税務署長は、被告が本件租税債権３を法定納期限である平成２５年９月２日（消費

税法４９条、通則法１０条２項）までに納付しなかったため、同月２５日、被告に対し、

通則法３７条に基づき、督促状を発して納付を督促した（甲第１０号証）。 

（４）被告は、平成２５年９月１８日、本店を現在の所在地である名古屋市天白区●●に移転し

（甲第１号証）、同年１１月２９日、刈谷税務署長に対し、所轄税務署を刈谷税務署から昭

和税務署に異動した旨の異動届出書を提出した（甲第１１号証）。 

（５）被告は、平成２５年１２月２日、昭和税務署長に対し、納付税額を４６万７５００円とす

る同年７月１日から平成２６年６月３０日までの課税期間分の消費税及び地方消費税の中間

申告書を提出した（甲第１２号証）。これにより、被告は、当該中間申告に係る本税４６万

７５００円（以下「本件租税債権４」といい、本件租税債権１ないし４を併せて「本件各租

税債権」という。）の納税義務を負うことになった。 

昭和税務署長は、被告が本件租税債権４を法定納期限である平成２５年１２月２日（消

費税法４８条、通則法１０条２項）までに納付しなかったため、同月２４日、被告に対し、

通則法３７条に基づき、督促状を発して納付を督促した（甲第１３号証）。 

（６）名古屋国税局長は、平成２６年５月２２日、昭和税務署長から本件各租税債権を含む被告

の滞納国税（甲第１４号証・２枚目「滞納税金目録」参照。なお、本件各租税債権は、順次、

同滞納税金目録の４、５、７及び８行目に該当する。）について、通則法４３条３項に基づ

き、徴収の引継ぎを受け、同条５項に基づき、同月２３日、被告にその旨を通知した（甲第

１４号証）。 

３ 被告に対する滞納処分等の状況 

（１）昭和税務署徴収職員は、平成２５年１０月３日、本件租税債務１及び２を含む被告の滞納

国税（甲第１５号証・２枚目「滞納税金目録」参照。なお、本件租税債権１及び２は、順次、

同滞納税金目録の４及び５行目に該当する。）を徴収するため、国税徴収法（以下「徴収

法」という。）４７条１項及び同法６２条に基づき、被告がＤ株式会社に対して有する業務

委託費用の支払請求権を差し押さえ（以下「本件差押処分１」という。甲第１５号証）、同

日、Ｄ株式会社に対し、債権差押通知書を送達した（甲第１５号証）。 

昭和税務署長は、同月３１日、本件差押処分１に係る被差押債権１５３万７８３０円を

取り立て、そのうちの８３万９６１９円を本件租税債権２の本税に充当した（甲第１６号

証、同第１７号証）。 

（２）昭和税務署徴収職員は、平成２５年１０月４日、本件租税債務１及び２を含む被告の滞納

国税（甲第１８号証・２枚目「滞納税金目録」参照。なお、本件租税債権１及び２は、順次、

同滞納税金目録の４及び５行目に該当する。）を徴収するため、徴収法４７条１項及び同法

６２条に基づき、被告がＥ株式会社に対して有する作業代金の支払請求権を差し押さえ（以

下「本件差押処分２」という。甲第１８号証）、同日、Ｅ株式会社に対し、債権差押通知書

を送達した（甲第１８号証）。 

昭和税務署長は、同月１５日、本件差押処分２に係る被差押債権１０万６７８５円を取

り立て、その全額を本件租税債権２の本税に充当した（甲第１９号証、同第２０号証）。 

（３）昭和税務署徴収職員は、平成２５年１０月２４日、本件租税債務１ないし３を含む被告の

滞納国税（甲第２１号証・２枚目「滞納税金目録」参照。なお、本件租税債権１ないし３は、
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順次、同滞納税金目録の４、５及び７行目に該当する。）を徴収するため、徴収法４７条１

項及び同法６２条に基づき、被告がＦに対して有する清掃業務作業代金の支払請求権を差し

押さえ（以下「本件差押処分３」という。甲第２１号証）、同日、Ｆに対し、債権差押通知

書を送達した（甲第２１号証）。 

昭和税務署長は、同月２９日、本件差押処分３に係る被差押債権２８万１６１０円を取

り立て、その全額を本件租税債権２の本税に充当した（甲第２２号証、同第２３号証）。 

（４）昭和税務署長は、平成２５年１１月１１日、本件租税債務１ないし３を含む被告の滞納国

税（甲第２４号証の１・２枚目「滞納税金目録」参照。なお、本件租税債権１ないし３は、

順次、同滞納税金目録の４、５及び７行目に該当する。）を徴収するため、徴収法４７条１

項及び同法６２条に基づき、被告がＦに対して有する清掃業務作業代金の支払請求権を差し

押さえ（以下「本件差押処分４」という。甲第２４号証の１）同月１４日、Ｆに対し、債権

差押通知書を送達した（甲第２４号証の２）。 

昭和税務署長は、同月２９日、本件差押処分４に係る被差押債権２８万１６１０円を取

り立て、その全額を本件租税債権１ないし３以外の被告の滞納国税に充当した（甲第２５

号証、同第２６号証）。 

（５）名古屋国税局長心得は、平成２６年７月８日、本件租税債権１及び２を含む被告の滞納国

税（甲第２７号証の１・２枚目の「滞納税金目録（優先的破産債権用）」及び同号証・３枚

目の「滞納税金目録（劣後的破産債権用）」参照。なお、本件租税債権１及び２は、順次、

同滞納税金目録（優先的破産債権用）の４及び５行目に該当する。）を徴収するため、本件

破産手続について、破産法１１４条による請求債権等の届出として、徴収法８２条１項に基

づき、執行機関である名古屋地方裁判所に対し、交付要求をし（以下「本件交付要求１」と

いう。甲第２７号証の１）、同月１０日、名古屋地方裁判所に対し、交付要求書を送達した

（甲第２７号証の２）。 

（６）名古屋国税局長心得は、平成２６年７月８日、本件租税債権３及び４を徴収するため、本

件破産手続について、徴収法８２条１項に基づき、執行機関である破産管財人弁護士Ａ（以

下「本件破産管財人」という。）に対し、交付要求をし（以下「本件交付要求２」という。

甲第２８号証の１）、同月１０日、本件破産管財人に対し、交付要求書を送達した（甲第２

８号証の２）。 

名古屋国税局長は、平成２７年９月４日、本件破産管財人から本件破産手続に係る弁済

として７８９万２１４２円の支払を受けた（甲第２９号証）。 

４ 第二次納税義務者に対する滞納処分の経緯 

（１）名古屋国税局長は、平成２９年３月９日、本件各租税債権を含む被告の滞納国税（甲第３

０号証・２枚目「滞納税金目録」参照。なお、本件租税債権１ないし４は、順次、同滞納税

金目録の４、５、７及び８行目に該当する。）を徴収するため、被告から債務の免除を受け

たことにより第二次納税義務者となるＢに対し、徴収法３２条１項に基づき、適用条文を同

法３９条とし、納付すべき金額の限度を８８０万円、納付の期限を同年４月１０日とする納

付通知書により、第二次納税義務の告知を行うとともに（甲第３０号証）、同月１８日、徴

収法３２条２項に基づき、納付催告書による督促を行った（甲第３１号証）。 

なお、Ｂは、上記納付通知による告知処分及び納付催告による督促処分に対して、所定
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の不服申立期間に何らの不服申立てをしていない。 

（２）名古屋国税局長は、平成２９年３月９日、本件各租税債権を含む被告の滞納国税（甲第３

２号証・２枚目「滞納税金目録」参照。なお、本件租税債権１ないし４は、順次、同滞納税

金目録の４、５、７及び８行目に該当する。）を徴収するため、被告から債務の免除を受け

たことにより第二次納税義務者となるＣに対し、徴収法３２条１項に基づき、適用条文を同

法３９条とし、納付すべき金額の限度を８５５万円、納付の期限を同年４月１０日とする納

付通知書により、第二次納税義務の告知を行うとともに（甲第３２号証）、同月１８日、徴

収法３２条２項に基づき、納付催告書による督促を行った（甲第３３号証）。 

なお、Ｃは、上記納付通知による告知処分及び納付催告による督促処分に対して、所定

の不服申立期間に何らの不服申立てをしていない。 

５ 本件各租税債権の消滅時効の中断について 

（１）国税の徴収権の時効中断に関する法令の規定等 

ア 通則法７２条は、国税の徴収を目的とする国の権利（以下「国税の徴収権」という。）

について、その国税の法定納期限から５年間行使しないことによって時効により消滅す

ること（同条１項）、国税の徴収権の時効は援用を要せず、その利益を放棄できないこと

（同条２項）、国税の徴収権の時効については、同法第７章第２節に別段の定めがあるも

のを除き、民法の規定を準用すること（同条３項）を規定している。 

イ 民法（平成２９年法律第４４号による改正前のもの。以下、同改正前のもののみをい

うときは、「旧民法」という。）における時効の中断事由は、請求、差押え、仮差押え又

は仮処分、承認とされ（旧民法１４７条各号）、中断した時効は、その中断事由が終了し

た時から新たに進行するとされている（旧民法１５７条１項）。 

ウ 通則法（平成２９年法律第４５号による改正前のもの。以下、同改正前のもののみを

いうときは、「旧通則法」という。）７３条１項は、国税の徴収権の時効は、特定の処分

に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、同項各号に掲げる

期間を経過した時から更に進行することを規定しているところ、同項４号は、督促をし

た国税について、その期間を、督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算

して１０日を経過した日までの期間とし、同項５号は、交付要求をした国税について、

その交付要求がされている期間と規定している。 

（２）本件各租税債権の消滅時効の中断について 

ア 本件租税債権１の徴収権の消滅時効は、法定納期限（平成２２年３月１日。消費税法

４８条、通則法１０条２項）の翌日から進行しているところ（通則法７２条１項）、納税

の督促（平成２２年３月２６日）により中断し、その日から起算して１０日を経過した

日の翌日から新たに進行している。その後、上記消滅時効は、本件差押処分１の効力が

生じた日（平成２５年１０月３日）、本件差押処分２の効力が生じた日（同月４日）、本

件差押処分３の効力が生じた日（同月２４日）、本件差押処分４の効力が生じた日（同年

１１月１４日）、本件交付要求１の効力が生じた日（平成２６年７月１０日）にそれぞれ

再度中断し、本件交付要求１の事由が終了した日の翌日から改めて進行する（旧通則法

７３条１項柱書き）。そして、本件交付要求１は、本件破産手続に対する破産債権の届出

であるところ、破産手続が廃止決定によって廃止されたときには、廃止決定が確定した
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時から新たな時効が進行すると解されている（川島武宜編者「注釈民法（５）総則（５）

〔初版〕」１３３ページ（岡本坦））。そうすると、本件交付要求１の事由が終了した日と

は、本件破産手続の廃止決定が確定した日（平成２７年１０月●日）となる。 

したがって、本件租税債権１の徴収権の消滅時効は、平成２７年１０月●日から新たに

進行している（通則法７２条３項、旧民法１５７条１項）。 

イ 本件租税債権２の徴収権の消滅時効は、法定納期限（平成２５年２月２８日。消費税

法４８条）の翌日から進行しているところ（通則法７２条１項）、納税の督促（同年３月

２６日）により中断し、その日から起算して１０日を経過した日の翌日から新たに進行

している。その後、上記消滅時効は、本件差押処分１の効力が生じた日（同年１０月３

日）、本件差押処分２の効力が生じた日（同月４日）、本件差押処分３の効力が生じた日

（同月２４日）、本件差押処分４の効力が生じた日（同年１１月１４日）、本件交付要求

１の効力が生じた日（平成２６年７月１０日）にそれぞれ再度中断し、本件交付要求１

の事由が終了した日の翌日から改めて進行する（旧通則法７３条１項柱書き）。そうする

と、本件交付要求１は、本件破産手続に対する破産債権の届出であるから、本件交付要

求１の事由が終了した日とは、本件破産手続の廃止決定が確定した日（平成２７年１０

月●日）となる。 

したがって、本件租税債権２の徴収権の消滅時効は、平成２７年１０月●日から新たに

進行している（通則法７２条３項、旧民法１５７条１項）。 

ウ 本件租税債権３の徴収権の消滅時効は、法定納期限（平成２５年９月２日。消費税法

４９条、通則法１０条２項）の翌日から進行しているところ（通則法７２条１項）、納税

の督促（同月２５日）により中断し、その日から起算して１０日を経過した日の翌日か

ら新たに進行している。その後、上記消滅時効は、本件差押処分３の効力が生じた日

（同年１０月２４日）、本件差押処分４の効力が生じた日（同年１１月１４日）、本件交

付要求２の効力が生じた日（平成２６年７月１０日）にそれぞれ再度中断し、本件交付

要求２の事由が終了した日の翌日から改めて進行する（旧通則法７３条１項柱書き）。そ

して、本件交付要求２は、本件破産手続に対する財団債権の届出であるから、本件交付

要求２の事由が終了した日とは、本件破産手続の廃止決定が確定した日（平成２７年１

０月●日）となる。 

したがって、本件租税債権３の徴収権の消滅時効は、平成２７年１０月●日から新たに

進行している（通則法７２条３項、旧民法１５７条１項）。 

エ 本件租税債権４の徴収権の消滅時効は、法定納期限（平成２５年１２月２日。消費税

法４８条、通則法１０条２項）の翌日から進行しているところ（通則法７２条１項）、納

税の督促（同月２４日）により中断し、その日から起算して１０日を経過した日の翌日

から新たに進行している。その後、上記消滅時効は、本件交付要求２の効力が生じた日

（平成２６年７月１０日）に再度中断し、本件交付要求２の事由が終了した日の翌日か

ら改めて進行する（旧通則法７３条１項柱書き）。そして、本件交付要求２は、本件破産

手続に対する財団債権の届出であるから、本件交付要求２の事由が終了した日とは、本

件破産手続の廃止決定が確定した日（平成２７年１０月●日）となる。 

したがって、本件租税債権４の徴収権の消滅時効は、平成２７年１０月●日から新たに
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進行している（通則法７２条３項、旧民法１５７条１項）。 

６ 原告が本件各租税債権の確認を求める利益を有すること 

租税債権者による租税債権の確認の利益について、東京地方裁判所昭和３９年３月２６日判

決（判例時報３７２号８ページ）は、租税債権について他の時効中断措置を執り得ない場合に

は、給付又は確認の民事訴訟を提起する利益がある旨判示している（同旨の裁判例として、名

古屋地方裁判所平成２４年７月１９日判決・甲第３４号証）。 

原告は、本件各租税債権を徴収するため、徴収法３２条２項に基づきＢ及びＣに対し、納付

催告書による督促を行ったが（甲第３１号証、同第３３号証）、第二次納税義務者に対する時

効中断の効力は、本件各租税債権には及ばない。 

また、本件破産手続は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するとして、

破産手続が廃止されているから（甲第１号証、同第４号証）、被告には十分な資産があるとは

いえず、被告に対する滞納処分を執行するなどの本件租税債権の徴収権の時効を更新するため

の措置を講ずることができない。そうすると、本件各租税債権の徴収権は、本件破産手続廃止

決定が確定した平成２７年１０月●日の翌日から５年の経過（令和２年１０月●日）をもって、

消滅時効が完成し、その附従性により第二次納税義務も消滅することとなり、本件各租税債権

の徴収確保に支障が生じるため、原告は、時効の更新のために本件訴訟を提起する必要がある

（民法１４７条１項１号）。 

したがって、原告は、本件各租税債権の確認を求める利益を有する。 

第３ 結語 

以上により、原告は、本件各租税債権の時効の進行を更新するため、被告に対し、同債権を

有することの確認を求める次第である。 

以上 
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別紙 省略 


